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意
見
書
第
十
二
号
議
案

被
災
地
の
地
域
医
療
再
生
の
た
め
医
学
部
新
設
を
求
め
る
意
見
書

右
事
件
に
つ
い
て
宮
城
県
議
会
会
議
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
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よ
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書
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意
見
書

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
沿
岸
部
の
多
く
の
医
療
機
関
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
被
災
地
に
お
け
る
医
師

不
足
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
刻
化
し
て
お
り
、
地
域
医
療
は
今
ま
さ
に
崩
壊
の
危
機
に
あ
る
。

被
災
地
域
の
復
興
に
は
、
地
域
住
民
の
生
活
再
建
が
欠
か
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

医
療
環
境
の
整
備
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

本
県
に
お
い
て
は
、
人
口
当
た
り
医
師
数
が
全
国
平
均
を
下
回
り
、
地
域
医
療
の
医
師
不
足
が
進
ん
で
お
り
、
自
治
体
病
院
や
へ

き
地
の
診
療
所
な
ど
が
今
後
の
医
療
の
需
要
に
十
分
に
応
え
る
こ
と
は
難
し
い
状
態
で
あ
る
。

ま
た
、
医
師
不
足
が
特
に
深
刻
な
、
基
幹
で
あ
る
内
科
を
は
じ
め
、
産
科
、

’小
児
科
、
救
急
な
ど
の
医
師
数
を
増
や
す
た
め
実
効

性
の
あ
る
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
国
に
お
い
て
は
、
医
師
の
確
保
を
図
る
た
め
医
学
部
入
学
定
員
を
増
員
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
医
師
不
足
は

切
迫
し
た
状
況
で
あ
り
、
震
災
復
興
に
取
り
組
む
中
で
、
早
急
に
地
域
住
民
の
生
活
の
基
礎
と
な
る
地
域
医
療
体
制
を
確
保
す
る
た

め
に
、
医
師
の
絶
対
数
を
増
や
し
、
医
師
の
地
域
偏
在
の
解
消
に
向
け
て
抜
本
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
被
災
地
の
地
域
医
療
の
再
生
に
向
け
て
医
師
不
足
を
解
決
し
、
医
療
水
準
を
保
ち
つ
つ
、
将
来
に
わ

た
っ
て
地
域
に
根
差
し
た
医
師
を
養
成
す
る
な
ど
、

る
よ
う
、

中
長
期
的
に
医
師
を
確
保
す
る
た
め
、

医
学
部
新
設
に
関
す
る
規
制
緩
和
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。

宮
城
県
に
医
学
部
の
新
設
が
可
能
と
な

（ 
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. 医療機関数・休廃止数の状況（震災関連によるもの）

震災直前の医療機関数（平成23年3月11日時点）

震災前
保健所管内別

病院 医科診療所 歯科診療所 全医療機関

気仙沼保健所 7 44 31 82 

石巻保健所 13 129 85 227 

塩釜保健所 21 260 160 441 

仙台市保健所 （5区） 60 866 575 1501 

その他保健所 46 317 211 574 

県会体 147 1616 1062 2825 

ι 震災発生から3年後

llEl!!I理Eヨ・ 平成26年3月1日時点、の状況

病院

保健所管内別
震災後 （病院）

廃止届 休止届 （休止状態） 合計

気仙沼保健所 。 。
石巻保健所 3 。 。 3 

塩釜保健所 。 。 。 。
仙台市保健所 。 。 。 。
その他保健所 。 。 。 。

県全体 4 。 。 4 

医科診療所

保健所管内別
震災後 （医科診療所）

廃止届 休止届 （休止状態） 合計

気仙沼保健所 8 2 11 

石巻保健所 14 。 。 14 

塩釜保健所 6 8 

仙台市保健所 11 。 。 11 

その他保健所 。 。 。 。
県全体 39 2 3 44 

歯科診療 所

保健所管内別
震災後 （歯科診療所）

廃止届 休止届 （休止状態） 合計

気仙沼保健所 8 2 。 10 

石巻保健所 7 。 。 7 

温釜保健所 3 。 4 

仙台市保健所 6 。 。 6 

その他保健所 。 。 。 。
県全体 24 3 。 27 

全医療機関 （病院＋医科・歯科診療所）

保健所管内別
震災後 （全医療機関）

廃止属 休止届 （休止状態） 合計

気仙沼保健所 17 3 2 22 

石巻保健所 24 。 。 24 

塩釜保健所 9 2 12 

仙台市保健所 17 。 。 17 

その他保健所 。 。 。 。
県会体 67 5 3 75 

口 休止状態：現在，診療を再開していないが，

保健所に休止届－廃止届を提出していない医

療機関。

ロ 休止届が保健所に提出されたが，その後，再開

している藍疲亙は，休止届に数を含めていない。

口 廃止届を提出した診療所が，その市町内に移転もしく

は仮設で新規開設した場合は，廃止届に数を含め
ていない。

ロ その他保健所 ：仙南保健所．大崎保健所，

栗原保健所，登米保健所

（滋釜保健所には名取岩沼－互理－山元を

含む。）

.am亙彊

【廃止病院名（4病院〉】｜移転・仮設

公立志津川病院 ｜ ｜｛登米市移転は

石巻市立病院 ｜ 1含まない）

石巻市立雄勝病院 I 

恵愛病院 I o 

移転・仮設

9 

11 

7 

10 。
37 

移転・仮設

5 

6

一O
す，一ηノ－

仮設・移転

64件

全医療機関

亙盆



補足資料４

宮城県沿岸部の医療機関再開状況
（石巻・気仙沼）

a9p 

震災から 3年後

会医療機関（病院，医科歯科診療所）再開割合の推移再開

審リ合
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グラフの%の数値は，それぞれ震災から

1か月後， 2か月後， 3か月後， 6か月後， 12か月後

1年6か月後，2年後， 2年半後（9月1日時点）の再開割合

口再開割合の元となっている医療機関数は，
平成23年3月11日時点の数で，震災以降に増えた
分lま含まない。

ロ
病院除〈休廃止等の理由（石巻・気仙沼）

宮城県医療整備課集計

2014. 3. 1現在

休廃止等の理由 件数

医締・歯科医師死亡 11 

市町内の他院へ勤務中 9 

布町外の地区に勤務中 12 
廃業，その他 10 
合計 42 

廃業．その他

24% 

市外の地区に

動務中

29% 
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3-1ー① 宮城県震災復興計画
県は，平成23年度から平成32年度までの10年間で復興を達成するとの目標を定め，この10年間における復興の道筋を示す「宮

城県震災復興計画Jを策定した。

復興計画では，10年間の計画期間を「復旧期J，「再生期J，「発展期」の3期に区分し被災者支援を中心に生活基盤や公共施
設を復旧させる「復旧期J，直接の被災者だけでなく，震災の影響により生活・事業等に支障を来している方々への支援を更に充
実していくとともに，本県の再生に向けたインフラ整備などを充実していく「再生期J，県勢の発展に向けて戦略的に取組を推進し
ていく「発展期Jを設定している。

・復興の基本理念
基本理念 1

災害に強く安心して暮らせるまちづくり
基本理念2

県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集した復興
基本理念3

「復旧Jにとどまらない抜本的な「再構築』
基本理念4

現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり
基本理念5
壊滅的な被害からの復興モデルの構築

・復興のポイント
1 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築
2 水産県みやぎの復興
3 先進的な農林業の構築
4 ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現J
5 多様な魅力を持つみやぎの観光の再生
6 地域を包括する保健・医療・福祉の再構築
7 再生可能なエネルギーを活用したエコタウンの形成
8 災害に強い県土・国土づくりの推進
9 未来を担う人材の育成
10 復興を支える財源・制度・連携体制の構築

また，県は『宮城県震災復興計画」の部門別計画として，以下の計画を策定している。

平成23年10月みやぎの農業・農村復興計画

平成23年10月宮城県水産業復興プラン
平成23年12月宮城県復興住宅計画
平成24年 7月みやぎ国際ビジネス・観光拠点化プラン
平成25年 6月みやぎ産業再生アクションプラン
平成26年 3月第3期みやぎ観光戦略プラン
平成26年 3月第2期宮城県多文化共生社会推進計画

平成23年10月みやぎ森林・林業の震災復興プラン
平成23年10月宮城県社会資本再生・復興計画
平成24年 2月宮城県地域医療復興計画
平成25年 3月宮城県総合交通プラン
平成26年 3月みやぎICT推進プラン
平成26年 3月みやぎ国際戦略プラン（第3期）

7 



4-3ー① 復興に向けた主な取組状況（保健・医療・福祉関連）
m ~~ 

「……~円…一

0被災者の健康を守ることを最優先で考え，地域特性や再建後の地域社会の姿を想定し地域における
保健・医療・福祉の提供体制を回復・充実させる。
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高齢者福祉施設
（入所施設） .97.4% L約97% j 

；弘元設198施設； i i I I再開した施設数 ； 
i （参考） ~ I し_Ji:193施設

；震災前施設総数： I r・・・：：：.：・：・＝－曲二γ勾？円 切＇.l[_ (H26/3末現存）

i 463施設 I ！め品石毛るた欄 ； 

｜障害者福祉施設 i ［初切l
j再開した施設数

i : 137施設
so% - 100~ i (H26/3末現在） i 

i骨後の復旧見込み l 
i噛以降 1蹴 i 

98.6% 

；被災施設：138施設；
（参考）

；震災前施設総数：

I 610施設

※被災施設数は，災害復旧補助金等の活用の申し出があった施設数
※再開施設数は，代替施設での再開も含む。

※未再開施設を利用していた方に対しては，他施設等においてサービス提供を
行っている。
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※被災施設数は，災害復旧補助金等の活用の申し出があった施設数
※再開施設数は，代替施設での再開も含む。

※未再開施設を利用していた方に対しては，他施設等においてサービス提供を
行っている。

【参考】
仮設診療所の設置診療開始状況

・医科石巻市：雄勝地区（H23/10/5開始），寄磯地区（H23/11/1開始），
急患センター（H23/12/1開始），南境地区（H24/5/31開始）

南三陸町：公立南三陸診療所建替えCH24/3/27開始）
・2歯科南三陸町：志津川地区（H23/10/18開始），歌津地区（H23/10/20開始）

女川町（H23/11/1開始），気仙沼市（H24/2/1開始），山元町（H24/2/14開始，
H25/3/31閉鎖） ，石巻市：雄勝地区（H24/6/4開始）

－薬局南三陸町（H23/8/1開始），女川町（H23/11/1開始）

15 
石巻市立雄勝診療所・雄勝歯科診療所



4-3ー② 復興に向けた主な取組状況（保健・医療・福祉関連）

＜被災者の健康支援の取組＞
サポートセンター

仮設住宅の見守りや生活・

健康相談などを行う「仮設住宅

サポートセンターJを沿岸13市
町61箇所に開設。 （平成25年7
月1日現在） 運動教室の線子

（平成25年7月 東松島市）

仮設住宅等入居者の健康調査

仮設住宅等入居者の健康状態を把握し，必要に応じて保健師等によ
る保健指導を実施。
・民間賃貸住宅入居者への健康調査を実施。（平成24年1月～3月，

平成24年12月～平成25年3月．平成25年11月～平成26年2月）
・プレハブ仮設住宅入居者への健康調査を実施。（平成24年9月～12

月，平成25年9月～11月）

生活不活発病対策
仮設住宅生活による生活不活発病や陣害の予防等のため，日常生活

での注意点啓発や，リハビリテーション専門職の訪問指導を実施。

『まちの保健室j

fまちの保健室」で保健師・看護師等による健康相談・健康チェック等

を実施。（平成24年9月から毎月実施）

震災後2年間の要介護・要支援認定率が高くなるなど，避難生

活長期化の影響がみられ，継続した健康支援の取締を実施。

く市町村の取組＞
『メンズクラブ値康教窒l

石巻市では，男性が参加しやすい健康
教室を開催し、参加者同士、お互いつな
がりを持って、楽しみながら健康について
学ぶ「メンズクラブ健康教室Jを開催。

食生活改替に向けた調理実習の綴子
（平成25年2.l'J 石巻市）

＜子ども・子育て支援の取組＞
子どもの心のケア等

児童相談所，子ども総合センターで構成する『子どもの心のケア
チームj を組織し巡回相談や医療的ケアに対応。（医療チーム等活
動状況：延べ507日， 744箇所（平成23年3月～平成26年3月））

中学生不登校者の割合が高くなるなど，震災による精神面への影響

が大きな課題となっており，スクールカウンセラ一派遣や他県からの
支援等により児童生徒の心のケアを実施。

く県民の心のケアの取組＞
『みやぎ心のケアセンター1

心のケア拠点としての『みやぎ心のケアセンターJを平成23年12月に開
設。平成24年4月には石巻市と気仙沼市lこ『地域センターjを設置し，被

災者を対象とした訪問支援や相談会の
開催，支接者の研修会など，心のケアに
関する支援体制を整備。（相談支援8,971
件電話相談3,132件（平成24年4月～

平成26年2月））

震災こころのケア交流会みやぎ
（県内の心のケア関係団体の交
流会）（平成25年7月 気仙沼市）

＜障害者支援の取組＞
みやぎ被災聴賞障害者情報支撞センター
｛量称：みみサポみやぎ）

被災した聴覚障害者の生活再建に
向けた，相談支援や情報発信を実施。
（相談件数1,784件（平成24年1月～
平成26年3月））

県内12市町で実施しているみみサボサ
ロン （防災メール登録会の様子）
（平成25年5月石巻市） 16 



補足資料８

城県医師育成機構とは？

医師のキャリア形成支援や臨床研修医同士のネットワーク形成、他県からの医

師招へい活動、これから医師を目指す高校生の支援など、幅広い取組みを通じて、

医師にとって魅力ある医療環境を構築し、 「みやぎの地域医療と、それを支える

医師の人生」の充実・共栄をはかるため、平成23年2月に発足しました。

東北大学、医師会、医療機関、宮城県の4者が合同で設置・運営レています。
i

l

 

，

、

【機構役員】

理事長 久道茂（宮城県医療顧問〉
副理事長 嘉叡研二（宮城県医師会長）

副理事長 下瀬川徹（東北太学病院長〉

理 事 大内 憲明（東北大学大学院
医学系研究科長・医学部長〉

永井幸夫〈仙台市医師会長〉

田所慶一〈仙台医療センター院長〉

太田耕造（大崎市民病院長〉

伊東昭代 〈宮城県保健福祉部長〉

（｜ 



、， ，、
〆、、
ノ＜＞•掠碍修医合同碕修会 ＼ ， o第 1回合同研修会「ワェル力ムみやぎ」 平成26年4月4日〈金〉

4月から宮城県内で臨床研修を開始する研修医が、臨床研修病院の枠を超えて一室に会す ~ 
る研修会です！広く研修医同士が交流でき、ネットワーク形成につながっています！ I 
O 第2回合同研修会平成26年紋 （ 

これまでの研修を振り返るとともに、今後のモチペーション向上を図ります。 I 

より実践的な研修会です。 l 

く〉医学生.！掌台ミ＋ー平成26年BA（ー泊三日）

全国の医学生を苅象に、医学生夏季セミナーを開催します。

県内地域医療の現揚に触れることにより、地域医療に刻する理解を深めてもらい、大学を問

わず医学生同士が交流できる機会を提供するため毎年実施しています。

※交通費は機構で負担します。

く〉短期海舟司修平成26年4日27日（日）～5目5日（日）

県内の研修医を対象に、短期海外研修を行います。海外の地鼠医療を体験し、よりグローパ

ルな視点から医療を捉えられるようになることを目的としています。

（研修先〉米国ニューヨーク市・・ ・コロンビア大学、地域のクリニック 等

く〉修学賞金貸付医師・医学生0キャ吋？形成支援
県・機構が実施している医学生修学資金貸付を受け、医師として勤務している医師及び現在

貸柑を受けている医学生と面談を行い、各人の希望や償遺免除条件等を踏まえ、専任の医師と

ともにオーダーメイドでキャリア形成を支援しています。まだ、修学資金貸借の有無に関わら

す県内での勤務を検討している万の御相談（勤務先、居住地、お子さんの学校等）にも応じて

います。

〈〉他にも・・・
本県で行っている「宮城県ドクターバンク」や「みやぎドクターキューピット」〈無料職業紹

介所〉では、全国から医師を募集レ、多くの先生方に県内自治体病院・診療所で勤務し1ただい

ています。宮城では、一人でち多くの先生方のお力を必要としています！

現在、県内で各種専門医の取得を目指す医師のキャリア形成を支援するため、県内病院と連

携レ、各種専門医取得のモデルプランを作成しております。

今後、さらに事業を拡大していく予定です。
」，蜘ト /i 

＼＼＼町二ーア？？竺空竺：－~~－－匂》


